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規
　
　
　
則
（
教
）

○
東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…	

一

○
東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正

　
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一

○
東
京
都
立
学
校
非
常
勤
職
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	
二

○
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

　
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

二

○
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

　
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

二

○
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

　
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

二

○
教
職
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の

　
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

二

○
管
理
職
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

三

○
学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

三

○
学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の

　
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…	

三

○
学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

三

○
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

　
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

三

○
指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…	

三

○
指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…	

四

○
東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正

　
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

四

訓
　
　
　
令
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
監
察
事
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…	

四

○
東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…	

四

○
東
京
都
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…	

五

○
学
校
職
員
の
兼
業
等
及
び
教
育
公
務
員
の
教
育
に
関
す
る

　
兼
職
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
の
一
部
改
正
…	

五

○
東
京
都
公
立
学
校
に
お
け
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の

　
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
の
一
部
改
正
…
…
…
…	

五

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一

　
部
改
正
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

五

○
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
の
一
部

　
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

五

○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
の
一
部

　
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

六

○
教
育
関
係
職
員
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
改
正
の
一
部
改
正
…	

六

○
地
方
公
務
員
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に

　
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
旅
費
規
程
の
一
部
改
正
の
一
部
改
正
…
…	

六

○
東
京
都
立
学
校
事
案
決
定
規
程
の
一
部
改
正
の
一
部
改
正
…
…	

六

○
東
京
都
立
学
校
の
経
営
企
画
室
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…	

六

告
　
　
　
示
（
教
）

○
東
京
都
公
立
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
中

　
等
教
育
学
校
前
期
課
程
の
学
級
編
制
基
準
（
昭
和
四
十
五

　
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号
）
の
一
部
改
正
…
…
…	

七

規
　
　
　
則
（
教
）

東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号

東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会

規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
総
務
部
の
部
教
育
政
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

教
育
計
理
課

第
五
条
の
表
総
務
部
の
部
教
育
政
策
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、

第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七

号
と
し
、
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
一
号
を

第
九
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

教
育
計
理
課

一
　
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
事
務
事
業
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
重
要
施
策
の
予
算
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と

（
教
育
政
策
課
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

41

目

次

▷



2令和7年3月31日（月曜日）（増刊　41） 東　京　都　公　報

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
非
常
勤
職
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

東
京
都
立
学
校
非
常
勤
職
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
非
常
勤
職
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令

和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則

第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
職
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

教
職
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
職
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四

年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
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項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

管
理
職
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令

和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則

第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
号

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則

第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会
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◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
　
　
　
令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
教
育
委
員
会
監
察
事
務
規
程
（
昭
和
三
十
年
東
京
都
教
育

委
員
会
訓
令
甲
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

前
行
署
名
中
「
都
　
立
　
中
　
学
　
校
」
を
「
都
　
立
　
中
　
学

都
　
立
　
小
　
学

　
校

に
改
め
る
。

　
校
」

第
十
条
中
「
（
教
育
政
策
課
に
あ
つ
て
は
予
算
担
当
課
長
。
以
下

同
じ
。
）
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
三
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
教

育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

第
四
条
の
二
中
「
職
員
カ
ー
ド
」
を
「
名
札
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
七
条
の
二
の
四
　
職
員
は
、
職
務
の
執
行
に
当
た
り
、
就
業
者

（
東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
（
令
和
六
年

東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
就
業
者

を
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
行
わ
れ
る
著
し
い
迷

惑
行
為
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
著
し
い
迷
惑
行
為
を
い

う
。
）
で
あ
つ
て
、
就
業
環
境
を
害
す
る
も
の
を
行
つ
て
は
な
ら



5 令和7年3月31日（月曜日） （増刊　41）東　京　都　公　報

な
い
。附

　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
四
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
教
育
委

員
会
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

第
八
条
の
二
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
八
条
の
二
の
四
　
職
員
は
、
職
務
の
執
行
に
当
た
り
、
就
業
者

（
東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
（
令
和
六
年

東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
就
業
者

を
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
行
わ
れ
る
著
し
い
迷

惑
行
為
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
著
し
い
迷
惑
行
為
を
い

う
。
）
で
あ
つ
て
、
就
業
環
境
を
害
す
る
も
の
を
行
つ
て
は
な
ら

な
い
。附

　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
五
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

学
校
職
員
の
兼
業
等
及
び
教
育
公
務
員
の
教
育
に
関
す
る
兼
職
等

に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委

員
会
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
六
号

都

立

高

等

学

校

公
立
中
等
教
育
学
校

公
立
特
別
支
援
学
校

公

立

中

学

校

公

立

小

学

校

公
立
義
務
教
育
学
校

公

立

共

同

調

理

場

東
京
都
公
立
学
校
に
お
け
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時

間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓

令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
七
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
八
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
（
令
和
四
年
東

京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
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東
京
都
教
育
委
員
会

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
九
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
（
令
和
四
年
東

京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

公
立
中
等
教
育
学
校

公
立
特
別
支
援
学
校

公

立

中

学

校

公

立

小

学

校

公
立
義
務
教
育
学
校

公

立

共

同

調

理

場

教
育
関
係
職
員
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
改
正
（
令
和
四
年
東
京

都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
一
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

地
方
公
務
員
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ

れ
る
職
員
の
旅
費
規
程
の
一
部
改
正
（
令
和
四
年
東
京
都
教
育
委
員

会
訓
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
二
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
事
案
決
定
規
程
の
一
部
改
正
（
令
和
四
年
東
京
都

教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
三
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
の
経
営
企
画
室
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年

東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会
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別
表
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

一
　
高
等
学
校名

　
　
　
称

東
京
都
立
立
川
緑
高
等
学
校

二
　
特
別
支
援
学
校

名
　
　
　
称

東
京
都
立
光
明
学
園

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号

昭
和
四
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号
（
東
京
都
公

立
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
前
期
課

程
の
学
級
編
制
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

表
小
学
校
の
項
中
「
（
第
六
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級
に
あ

つ
て
は
、
四
十
人
）
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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